
認可保育園・幼児園（長時間）園児募集
▼
認
定
基
準

　次
の
１
︵
保
育
の
認
定
基
準
︶
お
よ
び

２
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
入
所
申
込
が

で
き
ま
す
�

１�

．
児
童
の
保
護
者
の
い
ず
れ
も
が
、次
の

い
ず
れ
か
の
事
情
に
該
当
す
る
た
め
、

そ
の
児
童
の
保
育
が
で
き
な
い
場
合
。

（
ア�

）
家
庭
内
ま
た
は
家
庭
外
で
就
労
す
る

こ
と
を
常
態
と
し
て
い
る
こ
と
。

　

��（
１
か
月
に
64
時
間
以
上
就
労
。
原
則

１
日
４
時
間
以
上
か
つ
週
４
日
以
上
の

就
労
が
必
要
で
す
。）

（
イ�

）
妊
娠
中
で
あ
る
か
、
ま
た
は
出
産
後

間
も
な
い
こ
と
。（
母
親
の
出
産
の
理

由
に
よ
る
場
合
は
、
出
産
月
と
前
後
２

か
月
以
内
、
合
計
５
か
月
以
内
の
保
育

実
施
期
間
と
な
り
ま
す
。）

（
ウ�

）
疾
病
に
か
か
り
、も
し
く
は
負
傷
し
、

ま
た
は
精
神
も
し
く
は
身
体
に
障
が

い
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

（
エ�

）
長
期
に
わ
た
り
、
疾
病
の
状
態
ま
た

は
精
神
も
し
く
は
身
体
に
障
が
い
を
有

す
る
状
態
に
あ
る
同
居
の
親
族
を
常
時

介
護
し
て
い
る
こ
と
。

（
オ�

）
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災

害
の
復
旧
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
。

（
カ�

）
児
童
の
親
が
求
職
活
動
（
起
業
準
備

を
含
む
）
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
。

（
キ�

）
児
童
の
親
が
就
学
（
職
業
訓
練
校
な

ど
に
お
け
る
職
業
訓
練
を
含
む
）
し
て

い
る
こ
と
。

（
ク�

）
虐
待
や
Ｄ
Ｖ
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

（
ケ�

）
育
児
休
業
取
得
時
に
、
既
に
保
育
所

を
利
用
し
て
い
る
児
童
が
い
て
、
継
続

利
用
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

※ 

利
用
時
点
で
３
歳
ク
ラ
ス
以
上
に
在
籍

し
て
い
る
児
童
が
対
象
と
な
り
ま
す
�

（
コ�

）
そ
の
他
町
長
が
認
め
る
前
述
の
事
情

に
類
す
る
状
態
に
あ
る
こ
と
。

２�

．
児
童
お
よ
び
保
護
者
が
須
恵
町
に
住

所
を
有
す
る
こ
と
。

▼
募
集

●
公
立

　認
定
こ
ど
も
園
ア
ザ
レ
ア
幼
児
園

　〈長
時
間
保
育
児
〉

　０
歳
児（
10
か
月
過
）〜
5
歳
児

　定
員
１
３
０
人

　れ
い
ん
ぼ
�
保
育
園

　

　０
歳
児（
10
か
月
過
）〜
5
歳
児

　定
員
１
４
１
人

●
私
立

　須
恵
め
ぐ
み
保
育
園

　０
歳
児（
４
か
月
過
）〜
5
歳
児

　定
員
１
２
０
人

　わ
か
す
ぎ
の
杜
保
育
園

　０
歳
児（
６
か
月
過
）〜
5
歳
児

　定
員
90
人

▼
保
育
時
間

　

�

　保
育
所
開
所
時
間
は
、
午
前
７
時
か

ら
午
後
６
時
ま
で
で
す
。（
保
育
短
時
間

で
の
入
所
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま

せ
ん
）
な
お
、
延
長
保
育
が
必
要
と
認

め
ら
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
午
後
７

時
ま
で
保
育
を
い
た
し
ま
す
。（
別
途
延

長
保
育
料
金
が
必
要
で
す
。
公
立
は
土

曜
の
延
長
保
育
が
あ
り
ま
せ
ん
。）

　

�

　新
入
園
児
に
つ
い
て
は
、
精
神
的
負

担
を
少
な
く
す
る
た
め
、
入
園
よ
り
10

日
間
程
度
は
、
短
時
間
保
育
と
し
て
い

ま
す
。（
子
ど
も
の
年
齢
や
状
況
に
よ
り

長
期
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。）

▼
申
込
書
配
布
時
期

　

�

11
月
21
日
（
月
）
か
ら
、
各
保
育
園
と

子
ど
も
教
育
課
で
配
布
し
ま
す
。

※�

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
場
合

は
11
月
21
日
（
月
）
以
降
に
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
以
前
に
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
書
類
は
無
効
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
申
込
受
付
期
間

　

�

12
月
１
日
（
木
）
か
ら
12
月
22
日
（
木
）

17
時
ま
で

※�

必
要
書
類
が
全
て
揃
っ
て
い
な
い
と
受

け
付
け
が
で
き
ま
せ
ん
。

※��

12
月
21
日
（
水
）
は
夜
間
役
場
の
た
め
、

20
時
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

※�

郵
送
の
場
合
は
、
12
月
22
日
（
木
）
消

印
有
効
。

▼
申
込
受
付
場
所

　子
ど
も
教
育
課
お
よ
び
各
保
育
園

　

�（
新
園
児
は
、
子
ど
も
教
育
課
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。）

※ 

平
成
28
年
度
に
入
所
申
込
を
し
て
い
て
�

　

 

ま
だ
入
所
で
き
て
い
な
い
人
も
�
改
め

て
申
し
込
み
が
必
要
で
す
�

▼
保
育
料
に
つ
い
て

　

�

保
育
料
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
児
童
と

生
計
を
一
に
し
て
い
る
扶
養
義
務
者（
父

母
や
祖
父
母
な
ど
）
の
町
民
税
額
を
基

礎
と
し
て
計
算
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　ア
ザ
レ
ア
幼
児
園

　

　

�

☎
９
３
５
・
４
７
５
５

　れ
い
ん
ぼ
�
保
育
園

　

　

�

☎
９
３
７
・
６
７
８
０

　須
恵
め
ぐ
み
保
育
園

　

　

�

☎
９
３
６
・
２
２
２
２

　わ
か
す
ぎ
の
杜
保
育
園

　

　

�

☎
９
３
２
・
０
０
０
５

　子
ど
も
教
育
課

　

　
�

☎
９
３
２
・
１
４
５
９（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

保
育
園
に
遊
び
に
き
ま
せ
ん
か
？

　次
の
日
程
で
、
保
育
園
見
学
会
を
開

催
し
ま
す
。
園
の
様
子
を
見
学
し
て
、

入
園
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。
各

保
育
園
で
行
い
ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

※�

ア
ザ
レ
ア
幼
児
園
・
れ
い
ん
ぼ
ー
保

育
園
は
事
前
申
込
が
必
要
で
す
。

ア
ザ
レ
ア
幼
児
園︵
須
恵
第
三
小
学
校
前
︶

▼
日

　時

　

　12
月
14
日
（
水
）
10
時
〜
11
時
30
分

　（０
〜
３
歳
は
10
時
〜
11
時
）

▼
内

　容

　

　ク
リ
ス
マ
ス
カ
ー
ド
を
作
ろ
う
！

※�

12
月
９
日
（
金
）
ま
で
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

れ
い
ん
ぼ
�
保
育
園︵
旅
石
八
幡
宮
バ
ス
停
前
︶

▼
日

　時

　

　12
月
20
日
（
火
）
10
時
〜
11
時

▼
内

　容

　

　保
育
園
っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
な
？

※�

12
月
15
日
（
木
）
ま
で
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

須
恵
め
ぐ
み
保
育
園︵
須
恵
中
央
駅
近
く
︶

▼
日

　時

　

　11
月
29
日
（
火
）
10
時
〜
11
時

▼
内

　容

　

　保
育
園
で
遊
ぼ
う
！

わ
か
す
ぎ
の
杜
保
育
園︵
新
原
工
業
団
地

入
口
︶

▼
日

　時

　

　12
月
５
日
（
月
）
9
時
〜
12
時
30
分

▼
内

　容

　

　保
育
園
っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
な
？

平成 29年度保育園・幼児園（長時間）園児を
以下の要領で募集します。
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　福岡県内全市町村は、給与所得者（従業員）の皆さんの納税の利便性の向上と税負担の公平性を図るため、平成
29年度課税分から次の取り組みを一斉に実施します。
❶�特別徴収未実施の事業主を対象に、特別徴収義務者の指定を徹底します。
❷�すでに特別徴収を実施している事業主も、普通徴収としている従業員の特別徴収への切り替えを徹底します。

　これに伴い、平成29年１月に提出する給与支払報告書から、すべての事業主は、普通徴収に係る取り扱いと事務手続き

が次のように一部変更となります。

①特別徴収を行わないようにできる人を、福岡県内全市町村で統一した要件として設けます。

特別徴収を行わないようにできる人

1）�次の条件に該当する従業員の個人住民税は、事業主からの申請により普通徴収（従業員が納付書で年４回に分けて納

付する方法）とすることもできます。

【給与所得者（従業員）】

　Ａ　退職者または給与支払報告書を提出した年の５月31日までの退職予定者

　Ｂ　給与の支払いがない月がある人

　Ｃ　年間の給与の支払金額が、93万円以下である人

　Ｄ　他の事業所から支給される給与から特別徴収されている人（乙欄該当者）

　Ｅ　事業専従者（事業主が個人の場合のみ該当）

2）次の条件に該当する事業主は、申請により特別徴収を行わないこともできます。

【給与支払者（事業主）】

　Ｆ　常時２人以下の家事使用人のみに対して給与などの支払いをする人

　　　または、他市町村を含む給与受給者総数が２人以下である人

　　※給与受給者総数とは、市町村単位での人数ではなく事業所全体の受給者数です。

　　　ただし、上記Ａ～Ｅの給与所得者の要件に該当する人を除きます。　

② 上記要件に該当し、特別徴収することが困難な従業員がいる場合は、事業主から「普通徴収申請書」による申し出が必要

になります。

問�制度に関すること
　�福岡県税務課個人住民税徴収機動班　☎643-3049

　�手続きに関すること
　�税務課　☎932-1495（ダイヤルイン）

　�　　　　☎932-1151（内線135）

平成29年度から県内全市町村は、個人住民税の
特別徴収を徹底します！

「所得税は源泉徴収しているけれど個人住民税はしていない」ということはありませんか？

具体的な手続き方法

特別徴収（給与から差し引き、市町村へ納入）
５月末までに事業主に特別徴収税額の通知が届きます

※普通徴収申請書の様式は、全市町村分を順次県のホームページに掲載しています。

普通徴収（市町村へ自分で納付）
従業員に納税通知書が届きます

事業主が、給与支払報告書の提出と
合わせて普通徴収申請書を提出

◆上記Ａ～Ｆに該当する？

はい　

いいえ

◆特別徴収できる？
　はい　いいえ

詳しくは、福岡県ホームページをご覧ください。

「個人住民税　特別徴収推進のひろば」

福岡県　特別徴収推進 検  索

　問…問い合わせ先　11


